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特例承認に係る医薬品に関する特例について 

 

 

 平素、本会の運営に際しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、標記について、日本薬剤師会より別添のとおり通知がありました。 

 令和2年5月2日に「医薬品・医療機器等、有効性及び安全性の確保等に関する法律施

行令の一部を改正する政令」（令和2年政令第162号）公布され、医薬品・医療機器等、

有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令（昭和36年政令第11号。以下「政令」と

いう。）第75条第2項及び第3項の規定により緊急に使用される必要があるため、いとま

がないと認められるものとして厚生労働大臣の指定する医薬品に。レムデシビル及びそ

の製剤が指定されたことに伴い、特例承認に係る医薬品に関する特例が適用されます。 

つきましては、ご多忙の折、誠に恐縮ですが、貴会(部会)会員にご周知くださいます

よう、よろしくお願いいたします。 
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